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東京都教育職員免許状再授与審査会規則の制定について 

 

 

このことについて、下記のとおり制定する。 

 

                  記 

 

１ 制定する規則 

  東京都教育職員免許状再授与審査会規則  

 

２ 制定の理由 

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第５７号）

において、都道府県の教育委員会に都道府県教育職員免許状再授与審査会（以下「審査

会」という。）を置くこととされ、特定免許状失効者等（児童生徒性暴力等を行ったこと

により教育職員免許状が失効等となった者）に再び教育職員免許状を授与するに当たっ

ては、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならないこととされた。  

これを受け、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則（令

和４年文部科学省令第５号。以下「省令」という。）において、審査会委員の任命等につ

いて規定がなされ、その他審査会の組織及び運営に関し必要な事項については、都道府

県の教育委員会規則で定めることとされた。  

このため、東京都教育職員免許状再授与審査会規則を制定するものである。  

 

３ 規則の主な内容 

 ・ 審査会は、委員５人以内で組織する（第２条関係）。  

 ・・ 委員は、医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識及び経験を有する者、そ

の他東京都教育委員会が適当と認める者とする（第３条関係）。  

・ 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない（第３条第２項関係）。 

・ 審査会の会議は、公開しない（第６条関係）。 

 

４ 施行期日 

公布の日から施行する。 
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